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公益社団法人

広島被害者支援センター顧問

広島弁護士会会長

船 木 孝 和

福山での活動員養成講座が開講

広島被害者支援センターの事務局は広島市にあり、

活動員の多くは広島市近交欧こ在住しています。
しかし、当センターの活動が、当初の電話相談のみ

から裁判の付添等の直接支援に広がる中、福山方面で
の事件や、福山で開かれる裁判を支援する機会も多く

なつてきました。

そして、昨年からは福山市で月 1回の相談室を開催
するに至りました。

こうしたことから、当センターの支援活動員養成講
座を、今年は9回目にして初めて福山で開催すること

となり、6月 24日に入門編の第 1回が開かれました。

初めての開催ということもあり、受講生は福山近辺
での被害者支援に対して強い熱意を持つた方に多くお

集まりいただいています。

福山で開催され

た、支援活動員

養成講座「入門

編」

初めて福山で

開講された

支援活動員養

成講座開講式
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広島被害者支援センター並びに会員の皆様、また支

援活動員の皆様におかれましては、平素より広島弁護
士会の活動にこ理解、こ尽力を賜り、厚く御礼申し上
げます。

平成20年 12月 に施行された被害者参加制度をは
じめとして、犯罪被害者支援に弁護士が携わる機会は

増えています。「基本的人権の擁護と社会正義の実現」
(弁護士法 1条 )という弁護士の使命に照らし、犯罪

被害に遭われた方やそのこ家族の権利擁護等のために

活動することは、弁護士の重要な職責の一つと考えて
おります。

広島弁護士会と貴センターは、これまで法律相談や
被害者の支援活動等、様々な連携を行つて参りました。
弁護士による犯罪被害者支援活動を結実させるために
は関係諸機関との協力関係が不可欠であり、貴センター

との連携の重要性よ高まつていると考えております。
ところで、本年9月 には、日本弁護士連合会主催の

「犯罪被害者支援全国経験交流集会」が広島で開催さ
れます。広島弁護士会は、これを機によリー層犯罪被
害者支援拡充のために研鑽を重ねて参ります。

今後とも、犯罪被害者の支援活動、犯罪被害の未然
防上のため ともに歩んでまいりたいと思つておりま

す。引き続き広島弁護士会の活動へのこ理解 こ協力
をよろしくお願いします。

日曜日電話相談を開設しました。

当センターは、県内唯―の犯罪被害者等早期援助団
体として、広島県全域を支援対象として支援活動を
行つてまいりました。しかし支援を求める犯罪被害者
等は多く、そのニーズも多岐にわたっています。

このたび仕事や学校の都合などで、現状の相談日で
は相談することができない被害者や遺族の相談に応じ

ることができるよう、第 1第 3日曜日 (10100～
16:00)にも電話相談を開設しました。

CO広島被害者支援センター電話相談
■:|:毎週月・水・木・土、第1・第3日曜日 10:00～ 1000

(祝体日 8月 13日 力
'ら

8月 16日  12月 28日 から1月 4曰 を除く)
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平成量6年度総会の羹催～甕年度事業e決襲瞳
平成26年度総会を5月 2フ日(火 )午後5時30分か

ら広島市中区の国際ホテルで開催し、平成25年度事

業報告及び収支決算及び役員の改選について審議し、

しヽずれも原案通り承認されました。

平成25年度も公益社団法人 早期援助団体として

の目的を達成するため様々な活動を積l・
I的に推進して

参りました。

電話相談は、前年比約26%増加の287件、代理傍

聴や付添支援等の直接支li294件 を受理し対応致し

ました。直接支援は、前年に比べ若干減少しておりま

すが、高水準で推移しております。これは、昨年6月

25日東部地区相談室を開設したため東部地区の電話

相談60件、面接相談11件、直接支援88件と東部地

区の支li活動が多かつた事に依るものです。

今後、益々被害者の裁判参加や代理傍聴が増加し、

支援センターの社会的責任も重要になると思われます。

広報活動では、11月 27日全国被害者支liネ ット

ワーク平丼紀夫理事長をお招きして、県立美術館講

堂において「犯罪被害者としての私と今後の被害者支

援のあり方Jと題して講演をいただき、講演後、当セ

ンターの山本一隆理事長との対談を実施しました。ま

た、これまでの広報活動に加え「ヤマダ電機 LAB
広島」の新聞折り込みチラシヘの掲載、宝塚タクシー

クループのラッピングタクシー等の広報活動を実施し

ました。

平成25年度も公益法人会計基準に基づいて会計処

理を行いました。25年度は、警察職員互助会からの

多額の寄付、県の「業務委託費の増額J及び行政機

関の支援が広島市の「補助金」に加え呉市、廿日市

市、大竹市、東広島市、安芸高田市、江田島市のフ市

と海田町、府中町、熊野町の3田]こ加えて広島県町村

会から負担金支援をいただきました。更に預保納付金

補助金に共同募金会と連携した社会課題解決プロジエ

クト募金と多くの支援をいただき事業を拡大をすること

が出来ました。また、平成22年度に事業費の不足から

取り崩していた業務運営推進基金の一部を返金積み立

てすることができました。
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平成26年2月 25日広島被害者支援センター研修室

において、理事会を開催し、平成26年度の事業計画

として、日曜日電話相談や東部地区養成講座の開催な

ど相談活動を充実するための事業、新規事業としての

情報管理システムの開発、また支援活動員のスキル

アップを図るための事業費予算34473913円 を審

議し、原案通り可決承認されました。

(25年度収支決算書(主要科目)》

′′晦

収入          (単 位 |千円)1支出 (単位 1干円 )

事業員

(電話相:1 面様 相談渇動

支擢活動員養成 研修 広|,

啓発活動 事務局人■資等

事務所賃貨料等,

管理貢

(電話1日 談 面擬 相談活動 |

(値 人 1人  口IIの会員]115件 )

高付金収入

6付 金 399件 )

補助金等 |'入

事業収入

業務委託費

預保納付金

その他

前期繰越金

支援,`動員養成 ilに 広|:

啓発活動 事務局人件費等

事務所賃貸●1等 )

Fり 金
1業務運営推進基金

1次期繰越金
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広島市、呉市、大竹市、東広島市、廿日市市、

安芸高田市、江田島市、府中田]、 海田町、熊野町、

広島県町村会
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平成25年度電話相談内容 委嘱状授与式が行われました

交通餃書 事故
20%

財こ的岐官´/  1
4%    1費 者門れ

4■

広島被害者支援センターの活動員は、1年間を期限

として委嘱しており、再度面接を経たうえで更新が可

能となります。

今年も、そうした手続きを経て、従前から継続の活

動員と、昨年養成講座を修了した新規の8期生も加えて、

3月 25日に平成26年度の委嘱状授与式を行いました。

委嘱状の授与は、支援活動員47名 と、そのうち経

験を積んだ者が認定される犯罪被害相談員11名に対

して行われました。

当日は、県警から石丼和之被害者支援室長にもこ挨

拶を賜るなど、3名の方にこ出席いただき、センター

の理事も6名が出席しました。

授与式終了後は出席者で歓談し、今後の活動に向け

ての決意を新たにしました。

皐行傷書
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平成26年 11月 25日 (火 )

14:00-16:30
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加藤 裕司氏 (犯罪被害者遺族)
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感謝状の贈呈

平成25年度中及び数年間に渡り、当支援センター

の活動に理解を示され 支援 協力をいただいた1個

人 3企業 2団体に対して、当支援センター山本一

隆理事長が感謝状を贈呈しました。

個人名 後藤 信行 様

企業名 株式会社プローバ 様 株式会社川西 様

株式会社ヤマダ電機LAB広島 様

団体名 一般財団法人広島県警察互助会 様

宝塚タクシーグループ 様

′                    _

預保納付金の交付及び活用事業

平成25年度から3年計画で実施の預保納付金活用

事業で初年度は、「財政基盤を支える事業J「犯罪被害

者支援の充実を図る事業Jを推進し「事務局体制の強

化」「東部地区相談室の開設」「高額寄付金の長期間

継続」等に大きな成果をあげることができました。

本年度は、初年度事業の更なる充実強化を図るため
「福山での支援活動員養成講座の実施J「支援活動員
のスキルアップを図るための研修会参加」「企業 国
体の賛助会員加入促進」また新規事業として「支援
事業の充実を図る情報管理と適切な支援の為のシス

テム開発Jを重点事業として補助金申請したところ
10330000円の補助金が決定しました。補助金に
ついては、事業計画に基づき有効活用し支援の充実に

努めます。

社会課題解決プロジェクト募金参ilについて

毎年 1月 から3月末まで実施される共同募金会主催

の社会課題解決プロジェクト募金活動参加も3回目を

迎えました。過去2回は、皆様方のこ協力により目標

金額を大幅に超える募金を集めることが出来ました。

3回 目の今回は10周年記念行事も計画しており、こ

れまでより100万円多い400万円の目標を立て募金

実施しました。募集期間中に県内各企業、団体、個人

等305件のこ支援をいただき5345080円 の寄付

をいただきました。

去る6月 5日 この募金の交付式が広島県社会福社会

館で行われ広島県共同募金会池谷公二郎会長からマッ

チングギフトを加えた6,245080円 が当センターに

交付されました。

―
けを募異してしヽます

広島被害者支援センターは 会員の皆様のこ理解とこ協力

に支えられて運営している団体です.犯罪や交通事故などの

被害にあわれた方や家族の方への支援活動を財政面か・Dサ

ポートしてくださる会員を募集しています。
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広島銀行県庁支店 口座番号(普通)300787]

lF込み 先    磐曇
名
山蒙壁 査

広島 1言者支援センター

'I●

:it■ i■ ■■
口座番号 01310-6-57¬ 9

カ1入者名 社団法人 広島披害者簸 センター

入 会 して   型 回発行予定の「ニュースレターJとシンポシウ

し、ただくと ムや議 会の案内を送llします

ィ摯ま覆雫璽耐曇

東部地区の相談室を開設し

た昨年6月 25日以降東部地区

における面接相談 直接支援

が増加 しています。東部地区

の事件が急増 したというより

も、センターの認知度があかつた為と これまで東部地区

での相談場所が無かつた為と思われます。被害者等は、相

談場所が無く一人で問題を抱え悩んでいる人が多いのでは

ないてしょうか。これからも広報活動を充実して広く県民

の理解を得ると共に被害者等の相談が行われる体制を強化

する必要性を痛感しております.
′  本誌は 共同募金会の助成を受けて発行しています.


